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定 例 会 議 で
決 ま っ た こ と

定 例 会 議 で
決 ま っ た こ と

国民健康保険税率改正を可決
健全な国保事業運営のため

区分 現行 改正 比較

医療保険分

所得割額 5.0% 6.8% 1.8 
資産割額 25.0% 22.2% △2.8
均等割額 17,000円 18,000円 1,000円
平等割額 24,000円 24,800円 800円

（特定世帯） 12,000円 12,400円 400円
（特定継続世帯） 18,000円 18,600円 600円

後期高齢者
支　援　分

所得割額 1.7% 3.1% 1.4 
資産割額 9.5% 9.7% 0.2 
均等割額 5,600円 7,700円 2,100円
平等割額 7,800円 10,600円 2,800円

（特定世帯） 3,900円 5,300円 1,400円
（特定継続世帯） 5,850円 7,950円 2,100円

介　護　分

所得割額 1.5% 2.4% 0.9 
資産割額 10.0% 10.0% 改正なし
均等割額 8.000円 9,000円 1,000円
平等割額 7,000円 9,100円 2,100円

主な改正内容●
町
中
小
企
業
及
び
小
規
模

企
業
振
興
基
本
条
例
の
制
定

　
町
の
中
小
企
業
者
等
の
振

興
に
関
す
る
施
策
を
、
総
合

的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る

た
め
、
新
た
に
条
例
を
制
定
。

●
国
家
賠
償
請
求
に
係

る
和
解

　
国
家
賠
償
法
に
基
づ

く
損
害
賠
償
請
求
に
係

る
和
解
と
損
害
賠
償
額

の
内
容
を
議
決
。

●
町
税
条
例
の
一
部
改
正

　
国
民
健
康
保
険
事
業
の
財

源
不
足
を
解
消
す
る
た
め
、

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
を

改
正
。

補

正

予

算

条
例
改
正
等

◇
一
般
会
計
（
第
４
号
）

　

９
３
０
８
万
円
追
加
し
、

総
額
を
78
億
５
５
９
２
万
円

と
し
ま
し
た
。

　
主
な
内
容
は
、
８
月
の
大

雨
災
害
に
よ
る
小
屋
瀬
地
区

の
災
害
復
旧
工
事
の
補
正
。

◇
国
民
健
康
保
険
事
業
（
第

１
号
）

　

４
８
７
４
万
円
追
加
し
、

総
額
を
８
億
３
９
４
４
万
円

と
し
ま
し
た
。

　
国
保
事
業
は
、
平
成
30
年

度
か
ら
県
と
町
と
が
共
同
で

運
営
す
る
仕
組
み
（
都
道
府

県
化
）
に
移
行
し
ま
し
た
。

保
険
給
付
を
県
内
、
全
被
保

険
者
で
支
え
あ
う
仕
組
み
と

な
っ
て
お
り
、
県
内
ど
こ
に

住
ん
で
い
て
も
、
同
じ
保
険

給
付
を
同
じ
保
険
料
で
受
け

ら
れ
る
「
保
険
税
水
準
の
統

一
」
に
向
け
た
取
り
組
み
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
町
は
、
国
保
被
保
険
者
の

保
険
税
負
担
の
軽
減
を
図
る

た
め
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰

り
入
れ
を
実
施
し
て
き
ま
し

た
が
、
都
道
府
県
化
移
行
に

よ
り
、
繰
入
金
を
段
階
的
に

削
除
し
て
き
ま
し
た
。

　
繰
入
金
の
削
減
分
に
よ
り

不
足
す
る
財
源
は
、
国
保
財

政
調
整
基
金
を
取
り
崩
し
て

補
っ
て
き
ま
し
た
が
、
基
金

残
高
が
枯
渇
す
る
見
込
み
と

災害復旧工事が進められる山形川法面（小屋瀬地区）

窓口納付の住民の様子

な
り
、
令
和
７
年
度
予
算
に

財
源
不
足
が
生
じ
る
見
込
み

と
な
り
ま
し
た
。

　
今
後
の
、
財
源
不
足
解
消

と
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の

健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た

め
に
、
国
民
健
康
保
険
税
率

の
改
正
に
つ
い
て
提
案
さ
れ
、

全
員
賛
成
で
可
決
し
ま
し
た
。

　
12
月
定
例
会
議
は
、
12
月
６
日
か
ら
12
日
ま
で
の
７
日
間
の
日
程
で

行
わ
れ
ま
し
た
。
町
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
は
６
年
度
補
正
予
算

な
ど
９
件
で
、
全
議
員
の
賛
成
で
原
案
ど
お
り
『
決
定
』
し
ま
し
た
。

　
一
般
質
問
で
は
５
人
の
議
員
が
登
壇
し
、
町
の
対
応
や
考
え
を
た
だ

し
ま
し
た
。

※特定世帯…世帯内の国民健康保険加入者が後期高齢
者医療制度に移行したことにより、一人だけが国民健
康保険に残った世帯で、国民健康保険の資格を喪失し
た日に属する月（特定月）以後５年を経過する月まで
の間にある世帯
※特定継続世帯…世帯内の国民健康保険加入者が後期
高齢者医療制度に移行したことにより、一人だけが国
民健康保険に残った世帯で、特定月以後５年を経過す
る月の翌月から特定月以後８年経過するまでの間にあ
る世帯

●
国
保
病
院
事
業
の
設
置
等

に
関
す
る
条
例
及
び
町
上
下

水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

　
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正

に
伴
う
改
正
。

●
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正

　
印
鑑
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ

交
付
サ
ー
ビ
ス
実
施
の
た
め

の
一
部
改
正
。

●
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

　
住
民
票
等
の
各
種
手
数
料

の
金
額
を
２
０
０
円
か
ら
、

３
０
０
円
に
改
正
。

●
町
水
道
の
布
設
工
事
監
督

者
の
配
置
基
準
及
び
資
格
基

準
並
び
に
水
道
技
術
監
督
者

の
資
格
基
準
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

　
水
道
法
施
行
令
及
び
水
道

法
施
行
規
則
の
改
正
に
よ
る

一
部
改
正
。

会計名 補正額 補正後の予算額

一般会計
（第４号） 9308万円 78億5592万円

国民健康保険事業
（第１号) 4874万円 8億3944万円

主な使いみち
　■ 公共土木施設災害復旧 事業  2669万円
　■ 障害者自立支援給付事業費  1602万円
　■ 森林環境譲与税基金積立金  1010万円
　■ 庁舎管理経費    600万円
　■ 農地等災害復旧事業    350万円
　■ 林道施設災害復旧事業    400万円

補正予算の主な内容


